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1.雨水管理総合計画の背景と目的 

 

1.1 計画策定の背景 

 全国的に、これまでの下水道における浸水対策は汚水処理と雨水排除の整備区域を概ね

同一とし、雨水整備については、計画区域全域において一律の整備目標で整備を進めるこ

とを基本としており、過去の浸水被害の大きい地区を優先的に整備してきた事例がほとん

どです。本市においても、局地的な大雨や台風による浸水被害が発生した箇所に対して雨

水整備を進め、道路側溝を含めた下水道（雨水）の整備率は８割を超えている状況ですが、

未曾有の大雨が降った際には市内の至る所で浸水被害が発生している状況です。  
 

そのような状態の中、近年では、浸水実績に応じた従来の「再度災害防止」という考え

方に加え、「事前防災・減災」、「選択と集中」等を含めて、浸水リスクを評価し、優先度の

高い地域を中心とした計画的な対策が求められています。  

 また、浸水対策は、広範囲で長期間に及ぶ事業となるため、効率的な段階的整備とする

必要もあります。 
  

そのことから、浸水シミュレーション等を活用し、将来の激甚化する降雨に対しても対

応できるよう、現況の浸水要因の分析やその課題を整理し、現行の雨水計画の内容を踏ま

えたうえで、浸水対策に関する基本的な方針を定めた、雨水管理総合計画を策定します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 選択と集中のイメージ図 

出典：「雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）-令和 3 年 11 月- 

国土交通省水管理・国土保全局下水道部」P39 を加筆 

  

【選択と集中とは】 

これまでの下水道（雨水）の整備は、過去の浸水被害の大きい地区を優先的に整備し

てきました。 

 これからは、浸水対策を講じるべき地区（重点対策地区）と、その他の地区（一般地

区）を、浸水リスクや都市機能などの観点からを「選択」し、期間を定め「集中」的に

整備を進めることで、効率的・効果的な浸水対策を推進していく考え方です。  

：下水道による浸水対策を実施すべき区域  ＝  一般地区  

：下水道整備を当面必要としない区域（既存の排水施設がある）  
：重点対策地区  

♦これまで  ♦これから  

事業の連続性等を考慮した 

画一的な目標水準 

汚水計画の区域にあ 

わせて雨水計画の 

区域を設定（浸水被 

害の発生状況等 

を考慮していない）  

 

被害の状況等を鑑みハード対策

等の目標水準をきめ細かく設定

する 

他事業を考慮して浸水対策を 

実施する際の分担区分を整理 

甚大な浸水被害を回避すべき区域は 

ハードソフトにより浸水被害を最小化 

 ＝ 重点対策地区 

下水道による浸水対策を 

実施すべき区域 ＝ 一般地区 
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1.2 計画の位置づけ 

 雨水管理総合計画は、雨水管理方針と段階的対策計画により構成されています。  

鎌倉市の雨水管理総合計画としては、「１．雨水管理総合計画の背景と目的」から「９．

段階的対策方針の策定」までを“雨水管理方針”、「１０．段階的対策計画の策定」を“段

階的対策計画”として位置付けております。 
  

雨水管理方針は、計画期間、計画降雨（整備目標）、段階的対策方針等を定めるものです。

一方、段階的対策計画は、雨水管理方針で策定した方針に基づき、ハード対策、ソフト対

策を位置づけるものであり、現在の全体計画に時間軸（中長期目標等の段階的対策方針）

を考慮し策定するものです。 
  

 

図 1-2 雨水管理総合計画の位置付け 

出典：「雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）-令和 3 年 11 月- 

国土交通省水管理・国土保全局下水道部」P9  
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1.３ 鎌倉市における現状と課題 

 鎌倉市に降る雨は、年々大きくなっている傾向にあります。  

 近傍の気象庁観測所である「辻堂観測所」のデータを確認すると、10 分間最大降雨量

及び時間降雨量はいずれも増加傾向にあることがわかります。 

 

図 1-3 辻堂観測所における降雨実績（左：10 分間最大降雨量、右：時間最大降雨量） 

出典：「気象庁 HP（過去の気象データ検索）」 

 

 また、令和５年度時点において、雨水の整備率は約 87％となっています。 

整備率（％）＝現在排水区面積：2,418ha／全体計画面積（ha）：2,783 ha×100 
  

しかしながら、現在の整備状況においても、平成 16 年や平成 26 年に発生した大雨の

際には、床上浸水を超える被害が多数で発生しました。近年では、令和７年９月に発生し

た台風の影響でも鎌倉駅周辺にて浸水被害が発生する事態となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4 H26 の大雨による被害（左：柏尾川の水位上昇、右：道路冠水） 

 

 

 

：近似線  ：近似線  

【平成 26 年の浸水被害】 

平成 26 年には 10 時間以上雨が降り続け、10 分間の短時間降雨は約 12mm にも

及びました。 

そのため、柏尾川をはじめとする市内の河川の水位が上昇してしまい、排水不良を起

こした下水道管から水が溢れ道路冠水が発生しました。  



 

4 

 

1.４ 計画の目的と期間 

 前述のとおり、本市では激甚化する降雨に対して、依然として内水浸水による被害が発

生している状況です。 

しかし、既存水路が出来上がりつつある中で、歴史的埋蔵物の関係で掘削が難しい箇所

や、地下埋設物が錯綜しており、既設管の能力向上が難しい箇所など、対策を講じように

も一筋縄ではいかない現状があります。 
  

そこで、浸水シミュレーションを踏まえ将来の気候変動の影響を踏まえた段階的な対策

を検討することで、効果的・効率的な浸水防除を図るためのマスタープランを策定するこ

とを目的としています。 
  

なお、本計画の段階的な対策は、当面（～10 年）、中期（～20 年）、長期（～30 年）

と一般的な期間よりも長い期間を設定しています。そのため、時間経過に伴う社会情勢や

事業進捗を考慮したこまめな更新を図るために、“PDCA サイクル”の視点を持って、５

年に 1 回の計画の点検・見直しを想定しています。 

 

表 1-1 計画期間 

 

 

 

図 1-5 PDCA サイクルの観点模式図   

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37

中期当面 長期

計画見直し 計画見直し 計画見直し 計画見直し 計画見直し 計画見直し
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2.検討対象区域の設定 

 

2.1 検討対象区域の設定 

 「雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）-令和３年 11 月-」（以下、「ガイドライン」

という。）では、検討対象区域設定の基本概念を以下の通り定めています。  

＜検討対象区域の基本概念＞ 

・主として市街地を対象とする。 

・雨水公共下水道は、浸水被害の軽減を図るべき地域において実施するものであるため、 

山林等は対象区域として想定しない。 

・下水道による雨水排除を行う区域、対策により市街地の浸水軽減が見込める区域等、  

地方公共団体の状況に応じて設定する。 

出典：「雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）-令和 3 年 11 月-」P30 

 

 本市では、市街化区域のほか、市街化調整区域の一部も住宅等によって土地の利用がさ

れ、市街化が進んだ地域があり、これらの範囲を下水道全体計画区域として設定している

背景があります。 

 また、浸水実績や内水浸水想定区域を下水道全体計画区域に重ねると、概ね下水道全体

計画区域全域の各排水区に道路冠水程度の浸水リスクがあることも分かっています。 

そのため、検討対象区域は、下水道全体計画区域として検討を進めます。 

 

 

図 2-1 検討対象区域 

 

排水区 排水区数 全体計画区域面積（ha） 

鎌倉 50 1,236.2 

大船 40 1,693.8 

合計 90 2,930.0 

 

大船駅 

鎌倉駅 
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3.地域（ブロック）分割 

 

3.1 地域（ブロック）分割 

 「ガイドライン」では、地域（ブロック）分割について以下の通り定めています。  

（１）地域（ブロック）分割 

対象とする区域を排水区等の検討単位に分割する。  

浸水危険性の評価を考慮すると、排水区単位での分割が望ましいが、排水区が大きい  

場合には、排水区を区切って、浸水リスクが適切に評価可能ななるべく小さいエリアに  

分割することが望ましい。また、地域の要望に応じた対応が必要な地区等については、  

町丁目等での分割も考えられる。 

出典：「雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）-令和 3 年 11 月-」P31 

 

検討対象区域は、下水道全体計画区域として設定しているため、すべて排水区分割が行

われています。下水道全体計画策定時の排水区分割において、集水区域などの地域特性、

排水施設の流向、地域の要望等も考慮して分割しているため、既存の排水区を地域（ブロ

ック）単位として踏襲します。 
  

なお、『建設省都市局長、建設省河川局長通知「河川と下水道の管理分担区分基準」』で

は、流域面積 2km2（200ha）未満は下水道として管理することを原則としております。 

しかし、下水道の排水区域であっても面積 2km2（200ha）を超える事例もあるため、

排水区面積が 200ha を超える排水区がある場合は分割すべき排水区と考えられます。  

鎌倉市の場合、最も面積が大きい排水区は大塚川排水区（全体計画面積 175.3ha）であ

り、200ha 未満であるため、排水区の細分化は行っていません。  

 

 

図 3-1 最も面積の大きい大塚川排水区   

神奈川県立深沢高等学校 

湘南記念病院 

鎌倉市立手広中学校 
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4.浸水リスクの想定 

 

4.1 浸水リスクの想定 

 「ガイドライン」では、浸水リスクの想定について以下の通り定めています。  

（２）浸水リスクの想定 

前述の令和３年の下水道法改正の趣旨を踏まえ、計画的に事前防災の考え方に基づい  

て整備ができるよう、地区ごとの浸水リスクを評価し、都市機能の集積状況等に応じて  

メリハリのある計画降雨をきめ細やかに設定するためには、浸水シミュレーションによ  

り浸水リスクを想定することが必要である。浸水シミュレーションにおいては、計画規  

模の降雨に加えて既往最大降雨等の照査降雨など複数降雨を対象とし、多層的な浸水リ  

スクを評価する。 

なお、浸水リスクの想定は原則として浸水シミュレーションによって実施するものと  

し、浸水シミュレーション手法については、内水浸水想定区域図作成マニュアル（案） 

を参考にされたい。 

出典：「雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）-令和 3 年 11 月-」P33 

 

本市では、各種降雨を「計画降雨」（浸水被害を防止するために、下水道計画の整備目標

とする対象降雨）及び、「照査降雨」（減災対策の対象とする降雨）に分けてレベルごとに

整理しています。 

各種降雨の概要は以下に示すとおりです。 

 

表 4-1 鎌倉市における各種降雨の概要 

分類 レベル 種類 概要 

計
画
降
雨 

L1 計画降雨 

浸水被害の発生を防止するための下水道施設の整備目

標とするもので、気候変動等の影響を踏まえた計画降

雨を下水道法事業計画に位置付けるための参考とする

降雨 

（一般地区）  

下水道計画にて定める計画降雨（10 年確率）：57.１mm/h 

（重点対策地区・一般地区（高））  

気候変動の影響を踏まえた計画降雨（10 年確率）：59.7mm/h 

照
査
降
雨 

L1´ 

既往最大降雨

等の一定の被

害が想定され

る降雨 

災害の再発防止の観点から流域で発生した降雨のう

ち、下水道の流出時間スケールである短時間雨量が既

往最大の降雨や一定の被害が想定される降雨を基本と

し、計画降雨からレベル 2 降雨の間の降雨 

平成 16 年 10 月 8 日・9 日降雨：78.5mm/h 

L2 
想定最大 

規模降雨 

水防法第 14 条第 1 項に規定する想定し得る最大規模

の降雨であって国土交通大臣が定める基準（平成 27

年 7 月 17 日 国土交通省告示第 869 号）に該当する

ものであり、雨水出水浸水想定区域の前提とする降雨  

年超過確率 1/1,000 降雨：153mm/h 
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前頁で示した各種降雨の概要と降雨波形を以下に示します。  

 

表 4-2 各種降雨の概要と降雨波形  

計画降雨（L1） 

 

【概要】 
下水道計画にて定める計画降雨 
 
【降雨規模】 
グラフタイプ      ：中央集中型 
降雨継続時間    ：4 時間 
総降雨量     ：80.6mm 
一時間最大雨量   ：57.1mm 
１0 分間最大降雨量：19.4mm 

 

【概要】 
気候変動の影響を踏まえた計画降雨 
 
【降雨規模】 
グラフタイプ      ：中央集中型 
降雨継続時間    ：4 時間 
総降雨量     ：77.9mm 
一時間最大雨量   ：59.7mm 
１0 分間最大降雨量：23.4mm 

照査降雨（L1´） 

 

【概要】 
平成 16 年 10 月 8 日・9 日降雨 
（既往最大降雨） 
 
【降雨規模】 

降雨継続時間       ：29 時間 40 分 

総降雨量          ：309.0mm 

一時間最大雨量   ：78.5mm 

１0 分間最大降雨量：21.0mm 

照査降雨（L2） 

 

【概要】 
年超過確率 1/1,000 降雨 
（想定最大規模降雨） 
 
【降雨規模】 

降雨継続時間       ：29 時間 40 分 

総降雨量          ：383.5mm 

一時間最大雨量   ：153.0mm 

１0 分間最大降雨量：40.90mm 
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本市では、令和４年度に下水道の整備水準である計画降雨や、本市近傍で発生した既往

最大規模の降雨などを対象に浸水シミュレーションを行っています。その結果から読み取

れる本市の水害リスクは以下の通りです。 

 

 ■５年確率降雨（解析を行った降雨の中で最も降雨規模が小さい）の解析結果において 

も、鎌倉駅周辺などにおいて 45cm 以上の浸水※が発生している箇所があります。  

浸水の発生要因は、対象降雨に対してモデル化を行った既設管路の排水能力不足によ 

り管路から溢水が生じていることと考えられます。 

※建築基準法では床高を 45cm と定めており、家屋がある場合 45cm 以上の浸水は床上浸水と評 

 価できる。 

 

 ■５年確率～想定最大規模のどの降雨においても、外水位の影響を考慮した場合の方が、 

浸水量が多くなっていることから、本市においては外水位の影響を受ける地区が存在 

します。 

そのため、より危険な場合を想定して作成した「雨水出水浸水想定区域図」の作成時  

には、外水位による影響を考慮したパラメーターによる解析結果を使用しています。  

 

次頁に「想定し得る最大規模の降雨（年超過確率 1/1,000 降雨）」を対象に作成した、

「雨水出水浸水想定区域図」を添付する。
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図 4-1 雨水出水浸水想定区域図① 
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図 4-2 雨水出水浸水想定区域図② 
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図 4-3 雨水出水浸水想定区域図③ 
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図 4-4 雨水出水浸水想定区域図④  
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5.地域ごとの浸水要因分析 

 

5.1 地域ごとの浸水要因分析 

 「ガイドライン」では、地域ごとの浸水要因分析について以下の通り定めています。  

（３）地域ごとの浸水要因分析 

浸水を発生させる要因として考えられる項目を「基礎調査」と「浸水危険性の想定」  

の結果から分析する。 

 

＜浸水要因分析の例＞ 

地形的な要因 水利慣行による要因 河川と水路の要因 

・地形が低平で、潮位より低い 

地形が広がる。 

・窪地地形で浸水している。 

・潮位が高く、自然排水出来な 

 い時間帯がある。 

・緩勾配で低平地のため排水に 

時間がかかる。 

・都市排水が、農業用水路に流 

 入する。 

・流出係数の高い土地利用形態 

の地域がある。 

・水門や堰の操作で排水が影響 

される。 

・上下流間で施設操作の取り決 

めがある。 

・用排水を兼用した水路の通常 

水位が高い。 

 

・市街地水路が未整備で、流下 

 能力が不足している。 

・排水先となる水路が未整備。 

・道路側溝等の小排水路に頼っ 

ている。 

・河川・水路内に泥土が堆積し、 

排水能力を阻害している。 

出典：「雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）-令和 3 年 11 月-」P33 

 

 上記の通り、浸水要因としては、「地形的な要因」、「水利慣行による要因」、「河川と水路

の要因」があります。鎌倉市では特に雨水施設の多くが管路として整備されていることか

ら、「河川と水路の要因」の一因に下水道本管を加え、管路の能力不足による浸水要因につ

いて整理します。 

 

【評価①：管路の流下能力】 

気候変動を考慮した 10 年確率降雨（外水位の影響なし）において、ブロック 

（排水区）内に浸水しているメッシュがあるということは、既設管渠の能力が 

「気候変動を考慮した 10 年確率降雨」に対して不足していると評価します。 

 

【評価②：浸水被害】 

20cm 以上の浸水が発生するブロック（排水区）を、シミュレーション上、浸 

水被害が発生したブロック（排水区）と評価します。 

  

結果として、管渠の能力不足により浸水が発生しているブロック（排水区）は、鎌倉排

水区で 45 排水区、大船排水区で 38 排水区、合計で 83 排水区でとなり、市全体に対し

て浸水対策の検討が必要であることがわかりました。   
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6.評価指標の設定と評価 

 

6.1 評価指標の設定と評価 

 「ガイドライン」では、評価指標の例として以下の通り定めています。  

【解説】 

（１）評価指標の設定と評価 

  整備目標や浸水対策実施区域を定めるための評価指標を設定する。  

  評価指標の例としては、以下のような項目が考えられる。  

  ・浸水実績箇所数 

・浸水頻度 

・浸水危険度（計画降雨や既往最大降雨等の浸水シミュレーション結果、内水ハザー  

ドマップ） 

・浸水要因（下水道施設の能力が要因か、放流先の排水が要因か、等）  

・資産分布（資産集積度）、商業・業務集積状況、交通拠点施設・主要幹線地区  

・人口分布 

・地下施設箇所数 

・災害時要配慮者数（または施設数） 

・防災関連施設 

・投資効果（浸水被害の解消による経済効果といった地域の被害ポテンシャル  等） 

出典：「雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）-令和 3 年 11 月-」P34 
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 ガイドラインの内容を踏まえ、本市における評価指標として以下の通り設定しました。 

評価指標の設定に際しては、地域ブロック（排水区）ごとに「浸水リスク」及び「都市

機能等重要度」の観点から、各種データの整理を行いました。 

 

表 6-1 評価指標項目  

 

 

 下水道全体計画区域内には、『鎌倉市緑の基本計画』に記載がある鎌倉市三大緑地が存在

します。 

 鎌倉市三大緑地は、緑地であるため上表に定める都市機能等重要度を示す指標数量等は

存在しません。また、将来的にも開発の予定はなく、下水道の整備も実施しない地区とな

るため、全体計画面積から鎌倉市三大緑地面積を控除した面積を整備検討したブロック面

積とし、評価指標数量における単位面積当たりの数量算出に用います。 

 

整備検討ブロック面積（ha）＝全体計画面積（ha）― 鎌倉市三大緑地面積（ha） 
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6.2 評価手法の設定 

 「ガイドライン」では、評価手法の設定について以下の通り定めています。 

評価手法の例としては、AHP（階層分析法）による方法や、浸水被害額を計測する方法

を導入した手法がある。 

このうち、都市の浸水対策の基本的な目的である「生命の保護」、「都市機能の確保」、「個 

人財産の保護」の 3 つに照らし、重点的な対策が必要な地区については、下水道浸水被

害軽減総合事業等により、緊急に浸水被害の軽減を図ることとする。 

 

出典：「雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）-令和 3 年 11 月-」P35 

  

本計画では、浸水被害額を計測する方法と異なり、市の実情をよく理解した職員（アン

ケートの対象者）が考える意見や経験などが反映可能なプロセスであることや、被害額に

換算できない指標（緊急輸送路の有無 等）を数値化することができることからＡＨＰ（階

層分析法）を採用し、458 名の市職員（うち、有効回答数は 330 名）にアンケートを実

施しました。 

ＡＨＰアンケート実施の目的及び結果を次頁に示します。 
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◆アンケート実施の目的 

 本アンケートは、「下水道による浸水対策実施区域」及び「地域ごとの対策目標」を決定

するに当たり、どのような視点を重要視し、どのような浸水要因のある排水区から事業化

を行うべきかについて、防災関連などに携わっている職員の方々の価値判断を取り入れ、

あらかじめ整理している指標について、重みづけを付けることを目的としています。  

  

表 6-2 総合重み付け（全回答者：330 名の平均値） 
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6.3 総合評価値の算出 

総合評価値については、正規化した評価項目ごとに AHP で算出した重み付け値を乗じ

ることで算出します。 
  

正規化を行う評価指標は、各項目の数量に着目して解析したケース１（数量そのまま使

用）は、面積が大きいブロックの優先度が高く評価される傾向があります。一方、各項目

の密度に着目して解析したケース２（単位面積当たり数量使用）は、単位面積当たりの数

量を使用して重要度評価を行うため、ブロック面積が小さいブロックの方が、優先度が高

くなる傾向にあります。 
  

浸水リスクの項目は、浸水被害及び浸水想定があり被害が生じる家屋数などを評価する

と考えると、密度より数量の評価を優先すべきと考えられます。  
  

対して都市機能等重要度の項目は、資産集積度や人口密度など市街化率と捉えて密度の

評価を優先すべきと考えられます。このことから、浸水リスクは（数量そのまま使用）、都

市機能等重要度は（単位面積当たり数量使用）を掛け合わせたケース３及びケース４の解

析を行いました。 
  

最終的には、ケース１～ケース４のすべてのケースの結果を用いて、総合的に各ブロッ

クの評価を行っています。 

 

ケース１：各ブロックの評価指標数量をそのまま用いる（数量そのまま使用）  

ケース２：各ブロックの評価指標数量をブロック面積で除して用いる  

（単位面積当たり数量使用） 

ケース３：浸水リスク（数量そのまま使用）・都市機能等重要度（単位面積当たり数量使用）  

ケース４：各ブロックの評価指標数量（数値そのまま使用）資産集積度と人口密度のみ  

（単位面積当たり数量使用） 

 

【凡例】 

数値そのまま使用：各項目の数量をそのまま使用しているケース  

（例）滑川右岸第 1 排水区は、ブロック面積 3.20ha、資産集積度：3,699 ㎡の場合 

   3,699 ㎡の値を使用 

単位面積当たり数量使用：単位面積当たりの数量を使用しているケース  

（例）滑川右岸第 1 排水区は、ブロック面積 3.20ha、資産集積度：3,699 ㎡の場合 

   1,156 ㎡/ha（ = 資産集積度 3,699 ㎡ / ブロック面積 3.2ha） 
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7.浸水対策実施区域の設定 

 

7.1 浸水対策実施区域の設定 

これまでの浸水被害の発生状況や浸水リスク、都市機能等重要度等を勘案し浸水対策を

実施すべき区域を設定し、重点対策地区、一般地区等の区域分けを行いました。  

浸水対策における整備計画には、浸水実績の有無が重要な要素であり、実績のある地区

に関しては、雨水整備の影響度は高いと言えます。このことから、前節で整理した浸水リ

スクの値が高いブロックは整備の緊急度が高いと考えることができます。また、都市機能

等重要度の値が高いブロックは、整備の優先度が高くなります。  

以上より、ガイドラインを参考に、縦軸を浸水リスク、横軸を都市機能等重要度とした

マトリクス評価により、浸水対策を実施すべき区域を検討し、浸水リスクや都市機能等の

重要度が高くリスク高高、リスク高、に選定されたブロックは、重点対策地区に、リスク

中、に選定されるブロックは、一般地区（高）に選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1 浸水対策実施区域選定フロー 

  

土地利用計画に

即した整備目標

を設定 

計画降雨に対す

るハード対策を

当面～長期で行

う 

計画降雨に対する

ハード対策は長期

に位置付け、当面

は、浸水危険個所

の局所対策に留め

る 

重点対策地区より

緊急度は低い。市

の財政状況等を考

慮し、ハード対策

の実施を中期～長

期で検討する 
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本計画では、浸水対策実施区域や重点対策地区等を選定することを目的に、「ケース１：

評価指標の各項目の数量に着目して解析した」、「ケース２：各項目の密度に着目して解析

した」、「ケース３：浸水リスクは数量、都市機能等重要度は密度に着目して解析した」、「ケ

ース４：資産と人口は密度、浸水リスクや資産など数量以外の都市機能等重要度は数量に

着目して解析した」の４通りのケースについて評価を行いました。これらの解析ケースに

は一定の考え方があるため、解析ケースごとにリスク設定を行いました。 

■リスク設定の考え方 

リスク設定Ａ：４ケースの内、３ケースまたは４ケースが一致した評価結果となった場合  

は、評価が概ね一致していると判断し、対象ブロックのリスク値に設定す  

る。 

リスク設定Ｂ：４ケースの内、２ケースが一致した評価結果となった場合は、評価結果が  

近いと判断するが、リスク設定Ａより劣るため、対象ブロックのリスク値  

をワンランク下のリスク値に設定する。 

 

上記リスク設定の結果、リスク高高～リスク中までのブロックを浸水対策実施区域と位

置づけました。リスクごとに該当するブロック（排水区）を以下に示すとともに、各ブロ

ック（排水区）のリスク等を示した「雨水管理方針マップ」を次頁に示します。 

 

(1)リスク高高（重点対策地区） 

御谷川排水区（74.7ha）、佐助川排水区（87.8ha） 

・４ケースの内、３ケースでリスク高高、１ケースでリスク高に評価されている。  

・平成 16 年台風 22 号、平成 26 年台風 18 号で床上浸水を含む浸水実績がある。 

・気候変動を踏まえた 10 年確率降雨のシミュレーションにて 45cm 以上の浸水を含む。 

・市の主要駅である鎌倉駅があり、都市機能等において重要なブロックである。  

 

(2)リスク高（重点対策地区） 

砂押川左岸排水区（81.1ha）、梅田川排水区（164.5ha） 

・４ケースの内、３ケースでリスク高、１ケースでリスク中に評価されている。  

・平成 16 年台風 22 号、平成 26 年台風 18 号で床上浸水を含む浸水実績がある。 

・気候変動を踏まえた 10 年確率降雨のシミュレーションにて 45cm 以上の浸水を含む。 

・市の主要駅である大船駅があり、都市機能等において重要なブロックである。  

 

(3)リスク中（一般地区（高）） 

山崎川排水区（173.0ha）、稲瀬川排水区（42.9ha）、柏尾川右岸第 1 排水区（28.7ha）、 

新川右岸第 1 排水区（5.3ha）、大塚川排水区（175.3ha） 

・４ケースの内、２ケースでリスク高に評価されている。（山崎川排水区）  

・４ケースの内、３ケースまたは４ケースにてリスク中以上に評価されている。  

・平成 16 年台風 22 号、平成 26 年台風 18 号で浸水実績がある。 

・気候変動を踏まえた 10 年確率降雨のシミュレーションにて 20cm 以上の浸水を含む。
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図 7-2 雨水管理方針マップ 

※ピンクハッチで示す 3 排水区（玉縄排水区、植木川排水区、二又川排水区）は、P28 で示す通り、浸水被害実績やシミュレーション  

結果により被害リスクが確認され、かつ災害時の交通機能に関する観点や災害後対応の観点から消防署や重要道路があるため追加で  

浸水対策実施区域に位置付けた排水区を指します。  
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表 7-1 浸水対策実施区域選定表 
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8.地域ごとの整備目標の設定 

 

8.1 地域ごとの整備目標の設定 

本市では、高齢化や人口減少がさらに続き、財政の硬直化がますます進む中、高度経済

成長期に整備された公共建築物や道路、下水道など市民生活を支えるインフラ施設は老朽

化が進み、その維持管理経費も大きく増加することが見込まれるため、適切かつ中期的な

視点を持ったマネジメントが必要となっています。  

この様な財政状況を踏まえ、鎌倉市雨水管理方針の地域ごとの整備目標を以下の通り設

定しました。 

 

(1)重点対策地区、一般地区（高）、一般地区の防災対策 

重点対策地区としたブロック（排水区）は浸水リスクが高く、都市機能等重要度が高い

と評価されたため、気候変動を踏まえた新 10 年確率降雨（59.7mm/hr）を計画降雨に

設定し、ハード対策を当面～長期の間で実施します。 

重点対策地区より緊急度は低いが、浸水リスクや都市機能等重要度が高く一般地区（高）

に位置付けた地区は、気候変動を踏まえた新 10 年確率降雨を計画降雨に設定したうえで、

市の財政状況を考慮してハード対策を中期～長期の間で実施します。 

 地形的な特性やこれまでの下水道事業などの効果により、浸水被害リスクが低い一般地

区は、当初の下水道事業の計画降雨に採用している現在の全体計画降雨（57.1mm/hr）

に設定し、計画降雨に対するハード対策は長期に位置付けます。なお、一般地区において、

重篤な浸水被害が発生したときは、浸水原因の分析を行い、必要に応じて重点対策地区等

へ格上げを検討します。（一般地区においても局所的な対応は継続していきます）  

 

(2)深沢地区土地区画整理事業に関する排水区の防災対策 

深沢地域整備事業（深沢地区土地区画整理事業）については、「第 3 次鎌倉市総合計画

第 4 期基本計画」の土地利用の基本方針として、鎌倉駅周辺、大船駅周辺に並ぶ第 3 の拠

点としてまちづくりを進めることとしており、「鎌倉市都市マスタープラン」においても、

都市機能の集積と市民生活の向上を図る拠点としての整備方針が示されております。  

 土地区画整理事業の整備方針は、複合多機能な市街地形成を図るため、行政施設、商業

機能、業務機能、居住機能等を持つ施設及び中小規模の宅地利用を可能とする街区計画と

し、令和 5 年（2023 年）10 月 30 日付で都市計画法の事業認可を受けています。  

 深沢地区土地区画整理事業の具体的な方策を定めた「鎌倉市深沢地区まちづくりガイド

ライン Ver.1（令和 6 年（2024 年）1 月 31 日）」においては、官民連携による防災拠

点の形成、地震等の自然災害に強いまちづくり、水害など激甚化する気象災害に対応する

レジリエントなまちを創る等を掲げており、市役所新庁舎と消防本部を一体的に整備し、

核とする全市に対する防災拠点を整備する予定です。  

 今後、鎌倉市の第 3 の都市拠点とし新たに都市機能が集積され、全市に対する防災拠点

として整備される予定の核となる地域となるため、当区画整理事業区域（梶原川排水区及

び柏尾川左岸第 3 排水区）については、区画整理事業の中で、気候変動を踏まえた 10 年

確率降雨に対する雨水管きょ整備などのハード対策を図っていきます。 
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(3)減災対策 

計画降雨を越える降雨に対して、『人命の安全確保や浸水被害の軽減を図るハード・ソフ

ト対策を効果的に組み合わせた対策』を実施していきます。  

ソフト対策には、公助によるものと自助・共助によるものがあり、公助によるものは維

持管理、情報収集・情報提供、自助対策の支援、他の事業主体との連携などが挙げられま

す。自助・共助によるものは市民が自ら行う対応であり、集水ます・側溝の清掃、防災意

識の向上、土のう積み等の水防活動、市民・事業者による雨水浸透ます等の設置が挙げら

れます。 

照査降雨Ｌ１´（既往最大降雨）に対しては、計画降雨Ｌ１を目標としたハード対策と

合わせて、床上浸水を概ね解消することを目標にハード対策を検討していきます。 

照査降雨Ｌ２（想定最大規模降雨）に対しては、水防法で位置付けられる雨水出水浸水

想定区域図や洪水ハザードなどの対象降雨とするなど、安全な避難の確保に向けた情報提

供を行っていきます。 

 

表 8-1 地域ごとの整備目標 

 

 

 

 

 



 

26 

 

9.段階的対策方針の策定 

 

9.1 段階的対策方針の策定 

(1)計画期間 

本市の雨水整備は、雨水施設の整備により、近年では大きな浸水被害も減少傾向にある

ことから、平成 17 年（2005 年）以降は投資額を減らし、組織体制も大きく縮小してい

ます。 

４ブロック（408.1ha）ある重点対策地区は、本市の主要駅である鎌倉駅、大船駅付近

の既に市街化の進んだ土地利用の密度が高い地区であり、用地確保や他占用物による輻輳

する地下空間の施設等、事業実施に向けて調整すべき事項も多いことが予測されます。 

この様なことから、対策目標を早期に実現することは難しいため、計画期間は標準値よ

りやや長めの以下の期間を設定しました。なお、雨水管理総合計画は、ガイドラインに準

じて必要に応じて見直し（5 年に 1 回を基本として点検）を行います。 

 

当面：～10 年 

中期：～20 年 

長期：～30 年 

 

(2)段階的整備目標 

 段階的整備における整備目標は家屋浸水等の解消とし、特に生命の危機に関わる床上浸

水の解消を優先的に行っていきます。 

 当面・中期のハード対策実施時の土地利用において、家屋浸水等の解消を目指していき

ますが、田、畑、山林、原野等の区域については、湛水を許容する方針としました。 

 段階的整備の各段階において、計画降雨 L1（下水道計画降雨）を目標としたハード対策

を実施した区域を対象に、照査降雨 L１´（既往最大降雨）における浸水シミュレーショ

ンによる確認を行い、各整備段階の照査降雨 L１´における目標を達成していない場合は、

追加対策を検討していきます。 

 

表 9-1 段階的整備における整備目標 
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(3)段階的対策方針の策定 

 段階的対策方針（案）を以下に示します。深沢地区区画整理事業関連地区、重点対策地

区では、計画降雨（L1）において浸水被害を概ね解消し、かつ照査降雨（L１´）におい

て床上浸水を概ね解消することを当面～中期の整備目標に位置付け、ハード対策を実施し

ます。 

 長期の整備目標としては、検討対象区域（下水道全体計画区域）を対象に、計画降雨（L

１）において浸水被害を概ね解消し、かつ照査降雨（L１´）において床上浸水を概ね解消

することを下水道の整備目標に位置付け、ハード対策を実施していきます。 

 照査降雨（L２）に対しては、防災情報の提供などによるソフト対策で安全な避難の確保

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-1 段階的対策方針（案） 
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10.段階的対策計画の策定 

 

10.1 段階的対策計画の策定 

前述した方針に則り、計画降雨に対するハード対策を「重点対策地区」及び「一般地区

（高）」で検討していきます。加えて、「鎌倉市公共下水道浸水対策調査・基本計画設計業

務委託 報告書 -平成 20 年 3 月-」にて検討が為されたブロックの内、浸水被害実績やシ

ミュレーション結果により被害リスクが確認され、かつ災害時の交通機能に関する観点や

災害後対応の観点から消防署や重要道路がある 3 ブロック（「植木川排水区」、「玉縄排水

区」、「二又川排水区」）を浸水対策実施区域に追加で位置付けました。 
  

さらに浸水対策を実施しやすいよう、浸水対策実施区域と位置付けた 12 ブロックに対

して、浸水実績及び対策の実用性を鑑みて、「8 ブロック」にまとめて検討を行いました。 
  

上記の通り浸水対策実施区域である８ブロックに対して、ポンプを設置することによる

河川への強制排水や、貯留施設を設置して管内の流量を制限すること、既設水路や管渠の

改築など多岐にわたる検討を行いました。 

しかし、本市では組織体制の観点から、年当たりの実施ボリュームとして大規模な対策

を講じることは困難です。 

また、放流先河川の整備状況によっては、当面や中期に実施できない対策も存在します。

そのため、以下の観点をもとに各エリアの優先順位付けを行い、段階的対策計画及び雨水

管理総合計画マップを策定しました。 

 

表 10-1 エリア別優先順位設定の観点  

観点 項目 概要 Pt の考え方 

① 放流先への影響 

神奈川県が管理する河川への放流量が

増加してしまう対策は実施できないた

め、当該ブロックの放流先によって優

先順位の判断基準とする。 

神奈川県管理河

川への 放流 ： -

5pt 

それ以外へ放流：

5pt 

② エリアの重要度 
雨水管理方針で定めた重点対策地区を

含むブロックかどうかを判断する。 

重点対策地区：

5pt 

一般地区（高）：

1pt 

③ 事業着手難易度 
事業費が安価なブロックから順位を設

ける。 

最安価：8pt 

最高価：1pt 

④ 浸水解消効果 

浸水解消効果が大きい対策から実施で

きるよう優先順位の検討項目に設け

る。 

最も効果が大き

い：8pt 

最も効果が小さ

い：1pt 
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表 10-1 段階的整備における整備目標  

 

※本スケジュールは、概略の検討に基づいたスケジュールであり、変更になる可能性があります  

  

対策ブロック ブロック区分 

段階的な整備ボリューム 

短期 中期 長期 

～10 年 ～20 年 ～30 年 

梅田川ブロック 重点対策地区 ●     

稲瀬川ブロック 一般地区（高） ●     

御谷川ブロック 重点対策地区   ● ● 

佐助川ブロック 重点対策地区     ● 

玉縄ブロック 一般地区（高）     ● 

山崎川ブロック 一般地区（高）     ● 

二又川ブロック 一般地区（高）     ● 

大塚川ブロック 一般地区（高）     ● 
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図 10-1 鎌倉市雨水管理総合計画マップ

※本対策内容は概略の検討に基づいた内容であり、今後、対策ごとに実施する  

基本設計、詳細設計の結果により変更になる可能性があります。  

山崎川ブロック  
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参考資料 用語集 

（五十音順） 

用 語 解 説 等 
主な 

記載頁 

ア行 

雨水管理総合計画  

下水道による浸水対策を実施するうえで、当面・

中期・長期にわたる下水道による浸水対策を実施

すべき区域や目標、施設整備の方針等など、基本

的な事項を定める計画です。 

P-1 

雨水管理方針  

雨水管理総合計画のうち計画期間、策定主体、下

水道計画区域、計画降雨（整備 . 目標）、段階的対

策方針等を定めるもの  

P-2 

カ行 

外水位の影響  

外水位とは、川や海などの放流先の水位のこと

で、外水位が上昇していると、接続先の下水道管

へ背水現象が発生するなどの影響を受けること

になります。  

P-9 

河川 

本計画では河川法で管理される一級、二級河川を

指します。鎌倉市では一級河川はありませんが、

二級河川としては柏尾川、神戸川（学び橋より下

流）、滑川（東照寺橋より下流）があたります。 

P-14 

既往最大降雨  

流域で発生した降雨のうち、短時間雨量（10～60 

分雨量）が既往最大の降雨や一定の被害が想定さ

れる降雨のことを指します。  

P-15 

気象庁観測所  

気温、気圧、湿度、風などの気象要素を観測する

ための施設・場所を指します。気象庁が設置する

気象台や一部の測候所、気象庁の許可を得て観測

を行う地方公共団体などが含まれます。  

P-3 

共助 

地域内の住民や施設管理者が協力し合うことに

よって浸水被害の軽減を図る活動のことを言い

ます。例えば、避難時の活動以外にも、平常時に

行う情報伝達訓練や側溝の清掃活動などが挙げ

られます。 

P-25 

緊急輸送路  

災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等

の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべ

き重要な路線を言います。  

P-17 

計画降雨 

浸水被害の発生を防止するための下水道施設の

整備の目標として気候変動の影響を踏まえて下

水道法事業計画に位置付けられる降雨です。本市

では、年超過確率 1/10 規模の降雨を計画降雨と

して定めています。  

P-2 
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（五十音順）  

用 語 解 説 等 
主な 

記載頁 

カ行 

下水道浸水被害軽

減総合計画  

都市部で重点的に浸水対策を講じる地域におい

て、ハード対策（貯留・浸透施設など）とソフト

対策（自助・共助、住民連携）を組み合わせ、緊

急かつ効率的に都市浸水による被害の最小化を

目指すための計画です。 

P-2 

公助 

行政による浸水対策のことを指します。下水道管

理者によるものや、他の管理者などとの連携によ

り行うハード対策及びソフト対策が含まれます。 

P-25 

サ行 

再度災害防止  
過去の災害と同程度の降雨により、再び同じよう

な被害が発生することを防止する考え方です。  
P-1 

市街化区域  

既に形成している区域及び概ね 10 年以内に優先

的かつ計画的に市街化を図る区域を指します。  

逆に市街化を抑制すべき区域のことを市街化調

整区域と言います。  

P-5 

市街化調整区域  

無秩序な市街化を防ぎ、農地や自然環境を保全す

るために都市計画法に基づいて指定される区域

のことです。  

P-5 

事業計画 

下水道法に基づく 5～7 年の期間で実施する予定

の事業内容を定めた計画を指します。事業計画の

中には、主要な施策ごとに施設の設置及び機能の

維持に関する方針が記載されています。 

P-2 

自助 

自身の責任において浸水被害を軽減するために

行う活動のことです。止水板や土のうの設置のほ

か、平常時からの避難ルートの確認などが挙げら

れます。 

P-25 

事前防災・減災  

事前防災とは、災害による被害を未然に防ぐため

の備えになります。減災とは、災害の被害を最小

限に抑えるための備えになります。  

P-1 

重点対策地区  

浸水対策の目標である「生命の保護」、「都市機能

の確保」、「個人財産の保護」の観点により重点的

に対策を行うべき地区のことを言います。  

P-1 

照査降雨 

計画を上回る降雨のうち減災対策の対象とする

降雨のことです。  

照査降雨は、安全な避難の確保を図る目標の降雨

（想定最大規模降雨）と、浸水被害の軽減を図る

目標の降雨（既往最大降雨）などから選定します。 

P-7 
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（五十音順）  

用 語 解 説 等 
主な 

記載頁 

サ行 

将来の気候変動の

影響 

地球温暖化により気温が 2 度上昇した場合に、日

本の多くの地域の年間降水量は 1.1 倍になると言

われており、その影響のことを言います。  

P-4 

浸水実績 
過去に内水浸水による被害が発生した箇所のこ

とです。 
P-1 

浸水 

シミュレーション  

一定の条件の降雨があると仮定して、その排水区

の特性を反映した流出・氾濫現象を解析すること

を言います。 

P-1 

浸水リスク  

浸水実績や浸水シミュレーションの結果、下水道

の整備状況など、評価を行う上で浸水の危険性に

係る項目を指します。  

P-1 

水路 

本計画では、柏尾川、滑川（東照寺橋より下流）、

神戸川（学び橋より下流）以外の普通河川や農業

用水路、道路側溝などを指します。  

P-14 

整備目標 
浸水抑止を基本とした、計画降雨に対するハード

対策の目標を言います。 
P-1 

全体計画 

将来的な下水道施設の配置計画を定めるもので

す。 

なお、計画の想定年次を、概ね 20～30 年後の間

で設定し、推計人口や排水区ごとの流出係数など

が過大とならないよう適切に設定する必要があ

ります。 

P-2 

ソフト対策  

平時からの維持管理や、情報収集・提供、自助対

策の支援などによる対策のことを言います。ソフ

ト対策の中には、公助・共助・自助による対策が

あります。 

P-2 

タ行 

対策目標 

照査降雨等の、計画降雨と同じ降雨、または下水

道施設の能力を超える降雨に対するハード対策・

ソフト対策の目標のことです。  

P-26 

段階的対策計画  

雨水管理総合計画の中で設定した方針や期間に

基づき、計画降雨に対するハード対策及び、照査

降雨に対するハード対策、ソフト対策を位置付け

た計画です。  

P-2 

段階的対策方針  

雨水整備に係る事業費の制約等を考慮し、当面・

中期・長期の段階に応じた（時間軸を考慮した）

対策方針を言います。  

P-2 
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（五十音順）  

用 語 解 説 等 
主な 

記載頁 

タ行 

地下埋設物  
下水道管をはじめ、ガス管や水道管などの他企業

が管理する地下埋設物を総称しています。  
P-4 

貯留施設 
降った雨を一時的に貯留する施設で、河川に流出

する雨水を抑制する施設のことを指します。  
P-28 

都市機能の集積状

況 

特定の地域に居住する人口と、商業・行政・文化・

福祉などの機能がどれだけ集中しているかを示

す指標です。 

P-7 

土地区画整理事業  

都市計画区域内の土地において、公共施設を整

備・改善し、土地の区画や形質を変更して宅地の

利用を増進させることで、健全な市街地を造成す

る事業です。 

P-24 

ナ行 内水浸水 

堤防から水があふれなくても、河川へ排水する川

や下水路の排水能力の不足などが原因で、降った

雨を排水処理できなくて引き起こされる氾濫の

ことです。  

P-4 

ハ行 

ハード対策  

管路施設、ポンプ施設、貯留浸透施設など、施設

そのものの整備による浸水対策のことを言いま

す。ハード対策の中には、公助・共助に加え自助

（土のうの設置や各宅の開口部の閉塞など）によ

る対策があります。 

P-2 

排水区 

下水道法第 2 条第 7 号に規定する、公共下水道に

より雨水を排除することができる区域を、排水系

統別に分割した区域のことを言います。 

P-5 

ハザードマップ  

自然災害による被害を軽減し、防災対策に活用す

るために、浸水が予想される区域、避難場所・避

難経路などの防災情報を地図上で分かりやすく

示したものです。洪水、内水など想定される自然

災害の種類ごとに作成されます。 

P-27 

評価指標 
浸水対策実施区域や整備目標などを定めるため

に、用いる値（指標）のことを言います。  
P-15 

ブロック分割  
対象区域を検討単位（ブロック）に分割すること

を言います。  
P-6 

ラ行 歴史的埋蔵物  
土地に埋蔵されている文化財（主に遺跡といわれ

ている場所）のことです。  
P-4 
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（五十音順）  

用 語 解 説 等 
主な 

記載頁 

英字 

ＡＨＰ（階層分

析） 

ＡＨＰ（Analytic Hierarchy Process）とは、ある

問題に対して複数の解決策（代替案）が考えられ

るとき、「直感」や「フィーリング」といった人間

の主観を取り入れた意思決定法のことを言いま

す。 

P-17 

PDCA サイクル 

“Plan（計画）・Do（実行）・Check（評価）・Action

（改善）”の 4 つのステップを繰り返し、業務の質

や生産性を継続的に向上させるためのマネジメ

ント手法です。  

P-4 
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